
所在地　厚木市恩名1-10-38
　　☎ 296-5177　FAX 225-8177

入所定員　３歳未満児　48人
　　　　　３歳以上児　72人
　　　　　　　　　　計120人
開所時間　平日　7：00～20：00
　　　　　土曜　7：00～18：00
一時預かり　平日　8：30～16：30

あゆのこ保育園
厚木市旭町3-7-3　　TEL 046-220-6333

厚木市長谷1128-1　TEL 046-290-2033

厚木市妻田北1-13-14　TEL 046-244-5641

厚木市中町3-11-20　ケイビル 4F
　TEL 046-222-5810

・開所時間　平日　7：00～20：00
　　　　　 土曜　7：00～18：00
・一時保育、地域子育て支援事業あり

・対象学区：妻田小・清水小

社会福祉法人　新考会
★キンダーガーデンこばと

★はぐくみの丘保育園

★こばとKID︐sクラブ妻田（学童）

★厚木こばと保育園 ※休日保育実施園　

所在地　厚木市岡田1-7-8
　　　　  ☎ 046-228-6480
　　　　FAX 046-229-7248

入所定員　３歳未満児 58人
　　　　　３歳以上児 62人
　　　　　　　　　計120人

開所時間　平日　7：30～19：30
　　　　　土曜　7：30～18：30

岡田保育園 YMCAあつぎ保育園
ホサナ

所在地　厚木市中町3-2-6
　　　　厚木Tビル3階
　　　　Tel./Fax.046-222-8619
定　員　３歳未満児　24名
　　　　３歳以上児　36名
　　　　　　　　　計60名
開所時間　平日　7：00～20：00
　　　　土曜　7：00～18：00
厚木YMCAの施設を活用した、プー
ル遊び・体操遊びを実施しています。

（４） 令和５年９月15日 社 協 あ つ ぎ

広告

　民間が行う寄付金募集として、厚生労働大臣の告示により実施する助
け合いの運動です。昭和22年、戦後復興の一助となることを目的に始
まり、今ではお住まいの地域の中での福祉活動に役立てられています。

　厚木市内で行われる福祉活動へ主に役立てられるほか、神奈川県内
の広域で活動する福祉施設の各種整備費として、活用されています。
　また、一定率は「災害等準備金」として積み立てられ、国内大規模
災害時の災害ボランティア活動に役立てられています。

Q 共同募金ってなに？ Q 何に使われるの？

税制上の優遇措置

インターネット募金 赤い羽根仕様自動販売機

所在地：厚木市中町1-4-1 厚木市保健福祉センター5階
TEL：046-225-2949　FAX：046-225-3036
赤い羽根データベース「はねっと」URL:
https://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

神奈川県共同募金会厚木市支会
（厚木市社会福祉協議会内）

公益性・緊急性が高い寄付金として「指定寄付
金」とされています。
金額により税制上の優遇措置の対象となります。

☆個人の場合
所得税・住民税は2,000円を超える金額が寄付金控除の対象となります。

　飲料水などの
商品が購入され
るたびに売り上
げの一定率が寄
付されます。
　厚木市内では
13台の自販機が
稼働していま
す。（令和５年５
月現在）

☆法人の場合
全額を損金算入することができます。

戸別募金

街頭募金

法人募金

職域募金

イベント募金その他の募金

赤い羽根共同募金は、地域の民間福祉活動のニーズ（需要・必要性）を把握してから
募金を行う「計画募金」です。令和5年度　募金目標額　1,525万円

令和４年度　皆さまに協力いただいた寄付金　1,379万7,881円

〇15地区地域福祉推進委員会の活動資金を助成
〇ボランティア団体の活動資金を助成
〇ボランティア養成講座の開催
〇中学生の高齢者施設一日体験事業を実施　
〇福祉教育推進事業の実施
〇�料理教室（シニア世代と子育て世代の男性向
け）の開催　など

〇厚木市内の民間福祉施設などへ
� 100万円
〇厚木市社会福祉協議会の事業費へ
� 245万円
〇年末たすけあい事業へ� 85万円
〇県内で広域に活動する福祉施設への配分
　「災害等準備金」積み立て等
� 949万7,881円

〇�障がい福祉サービスを目的に活動す
る施設（就労継続支援B型事業所・
地域活動支援センターなど）が、年
末年始に実施する様々
な事業を資金面から支
援するため助成金とし
て交付。

◎市内及び県内の民間福祉施設等へ
「1,160万円」

◎地域福祉・福祉教育事業として
「280万円」

◎年末たすけあい事業として
「85万円」

民間福祉施設・福祉活動団体へ 厚木市社会福祉協議会へ 年末たすけあい活動へ

〇民間福祉施設等の設備や車両等の費用
〇�高齢者や障がい者の家事介護、配食、送迎サー
ビス等を実施している民間福祉団体へ
〇�広域的な福祉活動を行う福祉施設等の事業へ
〇�「災害等準備金」として積み立て
など

学校募金

あつぎ 2023

赤い羽根共同募金は、地域のさまざまな福祉活動を支える「じぶんの町を良くするしくみ」です。
令和５年10月1日～令和６年３月31日で赤い羽根共同募金運動がスタート！皆さまのご協力をお願いします。

クレジットカード
決済、コンビニエ
ンスストア、ペイ
ジー等でご寄付い
ただけます。

あたたかいご支援
ありがとうございました。

募金の種類


